
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の各工程よりなることを特徴とする血液バッグの滅菌包装方法。
（１）血液バッグを 水蒸気透過性を有する透明な合成樹脂 包装袋に密封する
工程、
（２）前記包装袋を高圧蒸気滅菌する工程、
（３）前記包装袋の中に発生する水滴を、温度２０から３０℃、処理時間１日から１０日
間で乾燥する工程、
（４）前記包装袋をさらに水蒸気透過性を有しない包装容器に包装する工程、
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本願発明は、血液バッグの滅菌包装方法に関するものであり血液バッグ表面の無菌保証を
するために血液バッグの包装工程と高圧蒸気滅菌工程の改良を行ったものである。
【０００２】
【従来技術および発明が解決しようとする課題】
従来、血液バッグの滅菌包装は未包装の血液バッグのみを高圧蒸気滅菌処理し、室温まで
冷却してから、アルミ袋または合成樹脂製容器に包装していた。
しかしこれらの滅菌包装方法では高圧蒸気滅菌後、血液バッグの内面は無菌保証できるが
、外面は例えば残留水滴による菌の付着等のおそれがあった。そこで本発明者らは以上の
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課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果次の発明に到達した。
【０００３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、次の各工程よりなる血液バッグの滅菌包装方法を提供する。
（１）血液バッグを 水蒸気透過性を有する透明な合成樹脂 包装袋に密封する
工程、
（２）前記包装袋を高圧蒸気滅菌する工程、
（３）前記包装袋の中に発生する水滴を、温度２０から３０℃、処理時間１日から１０日
間で乾燥する工程、
（４）前記包装袋をさらに水蒸気透過性を有しない包装容器に包装する工程、
【０００４】
前記第一の工程において、透明な合成樹脂製包装袋２は水蒸気透過性が３～２０ｃｃ／日
（２５℃）のものが使用され、包装袋２の材質は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート
）／ＰＰ（ポリプロピレン）のラミネート２５～８０μ、ＯＰＰ（オリエンティッドポリ
プロピレン）／ＣＰＰ（キャストポリプロピレン）のラミネート３０～８０μ、Ｎｙ（ナ
イロン）／ＰＰのラミネート３０～８０μ、ＰＥＴ／ＰＥ（ポリエチレン）のラミネート
３０～８０μ、ＰＰ／ＰＥのラミネート３０～８０μのものが使用される。
前記第二の工程における高圧蒸気滅菌条件は温度１１０℃～１２１℃、圧力１．０ｋｇ／
ｃｍ２ 　～１．８ｋｇ／ｃｍ２ 　、処理時間１０分～３０分である。前記（３）の工程に
おける乾燥条件は、温度２０～３０℃、処理時間１日～１０日間である。
【０００５】
また前記第一の工程において包装袋２内に水滴吸収用の吸湿紙３またはこれと同等の機能
を有するものを入れて血液バッグ１を包装し、前記第二の工程において高圧蒸気滅菌する
ことも可能である。
また前記第四の工程において、水蒸気透過性を有しない包装容器は具体的な包装容器とし
て、図５及び図６に示すようにアルミ袋４またはポリオレフィン製トレー５が使用される
。
また血液バッグ１には前記第一の工程に入る前（包装袋２に密封する前）に、上質紙に耐
熱耐水蒸気性インク及び融点が８０℃以上の感熱樹脂糊製感熱ラベルが貼付される。
【０００６】
【実施例】
次に本発明の実施例について説明する。

血液バッグをＰＥＴ１２μ／ＣＰＰ４０μ製フィルムよりなる包装袋にシール密封した後
、１２１℃で２０分間、高圧蒸気滅菌処理を施した。
高圧蒸気滅菌後、血液バッグと包装袋との間に発生した水滴は２０～３０℃の室温にて４
～５日間乾燥した。
前記包装袋をアルミ袋に入れ密封シールして箱詰した。３０日後、包装袋を開封して血液
バッグ外面の菌の付着等を確認したが何ら異常は認められなかった。
【０００７】

血液バッグをＯＰＰ２０μ／ＣＰＰ２０μ製フィルムよりなる包装袋にシール密封した後
、１２１℃で２０分間、高圧蒸気滅菌処理を施した。
高圧蒸気滅菌後、血液バッグと包装袋との間に発生した水滴は２０～３０℃の室温にて１
０日間乾燥した。
前記包装袋をアルミ袋に入れ密封シールして箱詰した。
３０日後、包装袋を開封して血液バッグ外面の菌の付着等を確認したが何ら異常は認めら
れなかった。
【０００８】
【発明の作用効果】
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本発明によれば血液バッグの表面も菌の付着等による汚染を皆無にすることができ、無菌
保証が可能となる。
これにより血液バッグの無菌性を終始維持できるので品質を一定に維持でき品質の向上が
期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の滅菌包装方法の工程図
【図２】血液バッグを包装袋に密封したところの概略図
【図３】図２の断面図
【図４】図３のその他の実施例を示す断面図
【図５】図２の血液バッグを包装容器に包装したところの概略図
【図６】図２の血液バッグを包装容器に包装したところの概略図
【符号の説明】
１　　　　　　　　　血液バッグ
２　　　　　　　　　包装袋
３　　　　　　　　　吸湿紙
４　　　　　　　　　アルミ袋
５　　　　　　　　　トレー
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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